
 協議第６号 

 

小城市公共施設等総合管理計画に係る個別施設計画の策定

について 

 

 このことについて、別紙のとおり協議する。 

 

   令和２年 12 月 24 日 

 

小城市教育員会 教育長 大野 敬一郎      

 

 協議理由 

  学童保育（放課後児童クラブ）施設の個別施設計画を策定するため、

小城市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１号の規定

に基づき協議する。 



10年
※小城市公共施設等総合管理計画は25年。個別施設計画は10年以
上の計画とするよう財政課から指示。

①放課後児童クラブ（専用施設：桜岡第1・2、三日月第1・2、牛
津第1・2、砥川）
※学校施設を使用している児童クラブについては、計画対象外。
②児童センター

①放課後児童クラブ：学校施設内に機能を持たせることで、公共施
設全体の総量縮減を図る。
②児童センター：施設更新の際は、現施設からの総量縮減を原則と
して検討を行う。

4．個別施設計画での方針等

今後の施設配置及び規模の考え方
　専用施設を使用している放課後児童クラブ（以下「クラブ」とい
う。）については、学校施設内に機能を持たせることや他の公共施
設との複合化により総量縮減を図る。

上記の考え方に至った根拠・理由・検討過程
等

　しばらくは、クラブの需要増加が見込まれるが、将来的には人口
減少に伴い児童数も減少していく。そのため、今後行う学校施設の
大規模改造や長寿命化または改築を行う際に、特別支援学級の面積
等を工夫すれば、現在と同規模程度の整備でクラブ機能まで学校施
設に持たせることができると考える。
　また、今後、人口減少等により公共施設の複合化や多機能化を進
める必要があり、他の公共施設へのクラブ機能移転も有効な手段で
あるため。

今後の施設の方針
【計画期間（10年間）での方針】

　当面は、専用施設と学校施設を併用する。また、一時的にクラブ
数の増加が必要になった場合は、専用施設や学校施設だけではな
く、空き家や民間活力（民設民営）の活用も検討する。
　将来的には、専用施設の耐用年数、学校施設の大規模改造や長寿
命化または改築の実施に合わせて、できる限り専用施設を縮減し、
学校施設内でクラブを実施するよう整備していく。また、学校と隣
接する公共施設などへのクラブ機能移転も検討していく。

今後の施設配置及び規模の考え方
　子どもが安心して遊べる居場所の確保と子育て中の保護者の交流
の場・情報提供の場として、当面は現在の施設を維持していく。

上記の考え方に至った根拠・理由・検討過程
等

　児童の心身の豊かな成長を支援するために、様々な講座等活動を
実施している。また、未就学の子どもと保護者を対象とした子育て
サロンを実施するなど地域の子育て支援の拠点として必要な施設で
ある。

今後の施設の方針
【計画期間（10年間）での方針】

　現在の施設をできるだけ長く利用できるように必要な修繕や改修
（大規模を含む）を行いながら維持管理を行っていく。
　また、指定管理者への委託も視野に入れて検討するとともに他の
公共施設との複合化等についても検討していく。
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5．今後のスケジュール

内容

教育委員会への提案　※教育総務課

議会勉強会での説明

パブリックコメントの実施

個別施設計画の策定

教育委員会へ報告

1月21日

2月中旬

3月中旬

3月下旬

時期

12月下旬






















